
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

六

四

号

外
務
省
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
嫌
が
ら
せ
）
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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外
務
省
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
嫌
が
ら
せ
）
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
関
し
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
二
月
七
日
付
で
答
弁

書
を
受
領
し
た
が
、
そ
の
後
、
新
た
な
事
実
関
係
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
追
加
質
問
す
る
。

一

一
九
九
六
年
六
月
よ
り
、
異
性
に
対
し
て
、
頻
繁
に
無
言
電
話
を
か
け
る
等
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
に
よ
り

一
九
九
七
年
三
月
に
国
家
公
務
員
法
上
の
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
が
い
る
か
。
い
る
な
ら
ば
当
該
職
員
に
は
ど
の
よ
う

な
処
分
が
な
さ
れ
た
か
。
処
分
に
つ
い
て
は
公
表
さ
れ
た
か
。

二

一
九
九
五
年
四
月
一
日
以
降
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
外
務
省
人
事
当
局
に
対
し
て
な
さ
れ
た
セ
ク
シ
ャ

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
の
申
し
出
及
び
相
談
の
件
数
は
何
件
か
。
年
度
毎
の
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。

三

一
九
九
五
年
四
月
一
日
以
降
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
外
務
省
職
員
で
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
国

家
公
務
員
法
も
し
く
は
外
務
省
内
規
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
た
者
は
い
る
か
。
い
る
場
合
、
年
度
毎
の
人
数
を
国
家
公
務
員
法

に
よ
る
処
分
者
数
、
内
規
上
の
処
分
者
数
、
国
内
職
員
、
在
外
職
員
、
性
別
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


